
令 和 ６ 年 ２ 月 号

赤 穂 警 察 署 地 域 課

○ 詐欺事件の犯人をつかまえています
あなた名義のカードがリストにあります。
あなた名義のカードが使われています。
キャッシュカードを交換に行きます。

○ 医療費のお金が戻ってきます。

このような電話があれば、すぐに家族や警察に相談してください。

市役所や警察は、暗証番号を聞いたり、カードを預かったり、ＡＴＭへ誘導することはあり
ません！！

特殊詐欺アポ電に注意！

こんな電話に気をつけてください。これは詐欺です！！

「巡回連絡」活動にご理解・ご協力をお願いします。

交番・駐在所に勤務する警察官は個々に受持区域を担当し、その区域内の
家庭や事業所を訪問する巡回連絡活動を行っています。

各家庭を訪問し、犯罪の予防や交通事故の防止等
について必要な連絡を行うとともに皆さまの要望意見
等を伺い、警察活動に反映させています。

警察官が訪問した際には、ご協力をお願いします。

身に覚えのない料金請求・突然の登録完了に注意！

こんな画面に気をつけてください。これは詐欺です！！

スマートフォン等に表示された連絡先に連絡をしてしまうと、「法的手段に訴える」「家庭
や職場に通知する」などと強い脅し表現で繰り返し支払いを要求される可能性があります。
また、個人情報を教えてしまうと、別の犯罪被害に巻き込まれる恐れがあります。
絶対に連絡しないでください。



スピードを落として安全な速度でゆとりのある運転に心掛けましょう。

令和６年１月末 令和５年１月末 前年対比

件数 死者 傷者 件数 死者 傷者 件数 死者 傷者

赤穗市内 １７ ０ ２０ ８ ０ ９ ９ ０ １１

赤穂駅前 ２ ０ ２ ２ ０ ２ ０ ０ ０

塩 屋 ５ ０ ５ １ ０ １ ４ ０ ４

有 年 ３ ０ ４ ２ ０ ３ １ ０ １

大 橋 １ ０ １ １ ０ １ ０ ０ ０

新 田 １ ０ ２ ０ ０ ０ １ ０ ２

折 方 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

福 浦 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

御 崎 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

坂越駅前 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ３ ０ ３

高 谷 １ ０ ２ ２ ０ ２ -１ ０ ０

高 雄 １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １

「ちょっとだけなら・・・。」と駐車した車が、交通渋滞を招き、緊急自動車、路線バス、自転
車の通行妨害になったり、高齢者、障害者等の日常生活に悪影響を及ぼします。さらには、
交通事故の一因にもなります。
車の利用に伴う社会的責任を認識して秩序ある駐車を励行し、安全快適な街にしましょう。

○ 運転者の皆様へ
事前に行き先地の駐車場を調べておき、駐車場を利用しましょう。

○ 運送業者の皆様へ
荷物の積み下ろしは、駐車施設、荷捌き場所を利用しましょう。
タクシーの客待ちは、指定された場所で行いましょう。

○ 工事関係者の皆様へ
資材搬送車両の運行を調整し、道路での搬入待ちをなくしましょう。
工事関係者の駐車場所を確保しましょう。

○ 放置駐車とは
違法駐車と認められた場合における車両で、運転者がその車両から離れて直ちに運転すること

ができない状態にあるものです。車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを
止めているか否か、ハザードランプを点灯しているか否かなどは問いません。

道交法では『貨物の積卸しのための停止で５分

を超えない時間内のもの』は駐車の定義から除か

れていますが、その時間と勘違いしていませんか？


